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令和５年度 第８回人事委員会 会議結果 

 

一 日 時     令和５年９月１日（金） 午後３時から３時２０分まで 

 

二 場 所     人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階） 

 

三 出席者 

１ 人事委員   委 員 長  小 松 哲 也 

         委   員  中 本 久美子 

         委   員  細 田 耕 治 

２ 事務局職員  事 務 局 長  山 本 雅 美  次長兼給与課長  前 田 俊 和 

任 用 課 長  尾 田 聡 子  係     長  米 田 康 孝 

係   長  山 口 玲 夏  係     長  河 崎 卓 哉 

※新型コロナウイルスの感染防止の観点から、事務局職員の委員室への入室は説

明者など必要最小限の人数とし、必要に応じて隣室（執務室）から呼び出す形

で対応 

３ 傍聴者    なし 

 

四 議 題 

議案第１号 宿日直勤務の許可について 

報告第１号 ２０２３年度給与勧告等に関する要求書について 

 

五 議 事 

議事について公開又は非公開のどちらとするかについて審議を行い、議事は公開とすることについ

て全員の合意を得た。 

 

◇議案第１号 

宿日直勤務の許可について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

鳥取県西部総合事務所日野振興センター所長から、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第９条第１
項の規定により宿日直勤務の許可申請があり、適当と認められるので、申請のとおり許可する。 
 
１ 申請内容 
  西部総合事務所日野振興センター日野振興局において、専ら宿日直業務（文書収受、庁内巡視等）

に従事する会計年度任用職員が宿日直勤務できない場合に、同局の他の職員が宿日直勤務を行うもの。 
 
２ 許可の要件 
  宿日直勤務の許可基準については、厚生労働省から次のとおり示されている。 

（１）宿日直の勤務の態様が労働密度の薄いものであること。 
  （２）一定額以上(※)の宿日直手当が支払われること。 
  （３）宿直勤務については週１回、日直勤務については月１回を限度とすること。 
  （４）宿直勤務については、相当の睡眠設備が設置してあること。 
   ※《宿日直手当額の基準》 
       当該事業場の属する企業の全事業場において宿日直の勤務に就くことの予定されて 

いる同種の労働者についての 1人 1日平均額の３分の１を下回らないこと。 
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３ 申請内容の検討 
（１）勤務の態様 

文書収受、庁内巡視等の業務等のほか、一般的な待機業務を行うものであり、労働密度は薄いと
認められる。 

  ○ 勤務時間 

宿直 午後５時１５分～翌日午前８時３０分 

日直 午前８時３０分～午後５時１５分 

  ※仮眠時間 原則午後１１時～翌日午前５時３０分 
（２）宿日直手当 

職員の給与に関する条例第１６条の２に基づき、宿日直手当に関する規則第３条に定める宿日直
手当（1回あたり４，４００円）を支給することとしており、基準を満たしている。 

（３）宿日直の回数 

 申請内容（一人当たりの回数） 基準 

宿直 週１回以内 満たす（基準：週１回を限度） 

日直 月１回以内 満たす（基準：月１回を限度） 

  ※宿直は毎日、日直は週休日等のみ。 
（４）睡眠設備の設置 
   和室６畳に寝具、冷暖房設備等が備えられており、相当の睡眠設備があると認められる。 

 

◇報告第１号 

２０２３年度給与勧告等に関する要求書について、事務局が説明した。 
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【説 明】 
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六 次回人事委員会の開催 

  令和５年９月８日（金）午前１０時００分から開催することとした。 

 

 


